
          入間市ＰＴＡ連合会会則 

 

                     昭42・ 6・ 3施行  昭44・ 6・ 7改正 

                     昭48・ 5・23改正  昭49・ 5・28改正 

                     昭54・ 6・ 7改正  昭56・ 6・ 3改正 

                     昭58・ 5・24改正  昭60・ 5・24改正 

                     昭62・ 5・23改正  昭63・ 5・14改正 

                     平 7・ 5・20改正  平12・ 5・27改正 

                     平15・ 5・31改正  平18・ 5・27改正 

                                  平19・ 5・26改正 

 （名称） 

第１条 本会は入間市ＰＴＡ連合会と称し、事務局を会長所属の学校に置く。 

 （目的） 

第２条 本会は市内各小中学校ＰＴＡの連絡を緊密にして、教育の実施運営に協力し教育の振

興に寄与することを目的とする。 

 （事業） 

第３条 本会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 

（１） ＰＴＡ相互の連絡を密にし、その運営と活動の進展に努める。 

（２） 教育振興について調査、研究し、その対策を図る。 

（３） 関係団体、機関との連絡調整を図る。 

（４） その他目的達成に必要な事項。 

 （組織） 

第４条 本会は入間市内の小中学校単位ＰＴＡを以って組織する。 

 （役員） 

第５条 本会に次の役員を置く。 

（１） 会長 １名 （２） 副会長 ５名以内 （３） 常任理事 若干名  

（４） 理事 若干名 （５） 監事 若干名 （６） 幹事 ２名 

 （役員選出） 

第６条 役員の選出方法は次のとおりとする。 

（１） 会長、副会長は理事の互選により選出し、総会の承認を経る。 

（２） 常任理事は各単位ＰＴＡ会長及び学校長とする。 

（３） 理事は各単位ＰＴＡ正副会長及び学校長とする。 

（４） 監事は理事会において選出し、総会の承認を経る。 

（５） 幹事は会長所属のＰＴＡから会長が委嘱する。 



 （役員の任務） 

第７条 役員の任務は次のとおりとする。 

（１） 会長は本会を代表し、会務を総理する。 

（２） 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。 

（３） 理事は会務を審査し、処理する。 

（４） 常任理事は、会長の諮問に応じ、重要事項を処理する。 

（５） 監事は主に会計を監査する。 

（６） 幹事は庶務・会計を担当する。 

 （役員の任期） 

第８条 役員の任期は１ケ年とする。但し再任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期

間とする。 

 （会議） 

第９条 本会の会議は次のとおりとし、会長が招集する。 

（１） 総会 常任理事会 理事会 会長会 

（２） 総会は年１回とし、本会の重要事項について報告、承認、議決を行う。但し総会は理

事会を以ってこれに充てることができる。 

（３） 理事会は必要に応じ開くことができる。 

 （経費） 

第１０条 本会の経費は会費と助成金及びその他の収入を以って充てる。 

２   会費は家庭数割とし、１家庭につき年額１０円とする。 

 （会計） 

第１１条 本会の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 （表簿） 

第１２条 本会に次の帳簿を置く。 

（１） 役員名簿 （２） 会計簿 （３） 記録簿 （４） その他必要表簿 

 （施行） 

第１３条 本会則は平成１９年５月２６日より施行する。 

   附 則 

 （細則） 

第１４条 本会は必要に応じ細則を定める。 

２   役員の出張旅費支給額は、教職員の旅費基準を準用する。 


